
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
今年も残すところ２ヶ月程となりました。今年の１月～ 

１２月までの所得税の精算となる年末調整作業を行う時

期が近づいて来ました。 
１０月下旬より税務署より年末調整の資料が届いてき

ており、各種証明書（「保険料控除証明書」・「地震保険料

控除証明書」等）がそろそろお手元に届くかと思います。

届いた証明書については紛失等ないよう保管をお願いし

ます。 

当社へ年末調整作業を委託される場合はお早めに資料

の準備をお願いします。 
 

■昨年からの変更点等 
・令和４年分の年末調整については昨年と比べ大きな改正事項はありません。 
・以下のパンフレットは送付がされなくなりました。 
・年末調整のしかた 
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 
・源泉徴収税額表 
上記のパンフレットを確認したい場合には国税庁ホームページ内の『年末調整がよくわかるページ』に掲

載されています。 
国税庁 年末調整がよくわかるページ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm ) 

  １０月２５日（火）に、当事務所研修室において『税務・

会計セミナー』を開催いたしました。多くの方にご参加いただ

きありがとうございました。 
次回は１１月１８日（金）１３：３０より、『税務・会計セ

ミナー』を行います。テーマは『２０２４年から完全義務化！

電子帳簿保存法』、『意外と知らない！労務管理の基本』となり

ます。 
第１弾～４弾のインボイス対応セミナーに参加いただいて

いない方も今回のセミナーに参加いただいた方は過去のセミ

ナー動画の視聴URLを送付いたします。セミナーの詳細・参加申込につきましては別紙チラシをご覧くだ

さい。 

www.yanagisawakaikei.net. 
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 相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣（法務局）の承認を

受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度になります。施行は、令和 5 年 4 月 27

日になりますので、制度開始まで、あと半年ほどとなっています。 

■ 制度創設の背景 

① 人口減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズの

低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと

考える者が増加している。 

② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が

増しており、管理の不全化を招いている。 

 

■ だれでも申請できる？ 

相続又は遺贈によって土地を取得した人が申請可能。売買など相続等以外の原因により自ら土地を取得

した方は、基本的に本制度を利用することはできません。 

土地が共有の場合には、相続等により持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請を行う必要があり

ます。 

 

■ 相続等した土地なら何でもいいの？ 

通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。 

申請の承認が認められない土地は、次のような土地になります。 

・建物がある土地 

・土壌汚染されている土地 

・境界が明らかでない土地 など 

 

■ 手続きにはお金がかかるの？ 

申請時に審査手数料を納付するほか、申請の承認を受けた場合には、負担金（10年分の土地管理費相当額）

を納付する必要があります。負担金は、宅地・田畑・森林等の分類や面積等によって変動します。負担金

は、最低でも20万円は必要となります。 

 

■ 申請手続きの方法 

 

 相続土地国庫帰属制度とは？－ 

（坂本憲彦） 

（法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」） 
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会社経営をする上で、経営計画は、必要です。会社経営だけではなく、どんなことについても「目標

設定」をして、その目標に向けてどのように進めて行くのか、「計画」を立てることが重要かつ必要です。

１．経営計画とは？ 

経営計画とは、企業がその将来に向かって、経営ビジョンや目標を達成 

するために必要な計画のことを広く指し、次の３種類があります。 

・長期経営計画（6～10年）･･･長期的なビジョン。 

・中期経営計画（2～5年）･･･「今、これからなにをすべきか」明確にする。 

・短期経営計画（1年）･･･中期経営計画実現のためのより具体的な計画。 

２．経営計画の必要性 

計画を立てないで経営を行うと、目標が不明確になり、途中でするべきことがわからなくなる場合が

あります。また、従業員が会社の方針を理解することができず、業務が非効率化したり、離職者が増え

たりと会社にとってはマイナスになります。 

そのため、将来どうなりたいか・どうなっていたいかを明確にして、どうすれば目標を達成できるか

を計画することが重要かつ必要です。 

経営計画とは？ 

会社で立てた目標（経営計画）を実現するためには、予実管理と共有が必要です。 

１．ＰＤＣＡサイクルを回す！（予実管理） 

よくあるのが、「計画を作ったことに満足してしまい、大事に金庫に計

画書を保管して、数年後にそういえば何年か前に計画つくったなぁ・・・」

というケースです。この場合、恐らく計画は実現していないはずです。

計画を実現するには、計画（Plan）を立て、実行(Do)して、検証(Check)

して、改善(Action)を検討して、再度計画（Plan）を立てるという「Ｐ

ＤＣＡサイクル」をぐるぐると回して行く必要があります。絶えず「計

画・実行・検証・改善」を繰り返すことで、軌道修正しながら目標に近

づけていくことができます。 

２．目標の実現は、社長一人では難しい。（共有） 

目標（経営計画）を社長一人で実現するのは、非常に難しいのが 

現実です。また、社長以外の経営幹部がいる場合でもその幹部だけ 

でも実現は困難です。目標（経営計画）の実現には、第一線で仕事 

をする従業員の力も不可欠です。 

そのため、目標（経営計画）の実現のためには、 

①全社員に共有して、 

②全社一丸になって取り組むことが必要です。 

目標（経営計画）を実現するための方法は？ 

(橋本 健治) 



 

 

 

年末調整は、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与総額に係る年税額と

を比べ、その過不足額を精算する手続きです。令和４年分の年末調整の手順等については昨年と同様

になります。 
■年末調整による源泉所得税の納付期限 

納期特例の承認を受けていない･･･１月１０日（火）  

納期特例の承認を受けている  ･･･１月２０日（金） ※12月31日において源泉所得税の滞納がないこと。 

■給与の⽀払者へ提出する申告書 

３種類の申告書を年末調整時に給与の支払者に提出することになっています。 

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

給与所得者の保険料控除申告書 

給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 

■令和４年分年末調整の変更点等  
・「年末調整のしかた」等の送付廃止 

例年、事業者宛に送付されていた「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と

提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等は送付されません。それらに代えて、国税庁ホー

ムページや年末調整手続の概要を案内したリーフレットが送付されます。リーフレットには、年末調整の

スケジュール・手順・使用する申告書等が解説されています。 

・年末調整計算シート（Excel）の提供 

  Excelの年末調整の計算シートが提供されました。各種控除額等の計算、所得税額の計算等ができます。

解説に従ってシートへ入力すれば所得税額が計算される仕組みになっています。 

・令和４年分年末調整の主な改正事項 

扶養親族となる非居住者の適用範囲が改正されました。 

扶養控除等申告書の住民税に関する事項に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設されました。 

       （北原隆幸） 

 

 

    

「今から自由に使える時間が60分間与えられます！」と言われたら、皆さんは何をしますか？ 
‘60分’と聞いて、長いなと感じる方もいれば、短いなと感じる方もいらっしゃると思います。 
私は後者なのですが、そんな一日のうちの60分間で楽しみにしているのがお昼休みの‘60分’です。 
お昼休みにおける最大のメインイベントは、もちろん昼食をとることですが、それだけでは60分もかか

りませんよね。私の最近のお昼休みの過ごし方は、昼食後に見逃し配信アプリを駆使して、ドラマやアニメ

を観ることです！スマートフォンやネット環境の普及に伴い、年々リアルタイムでテレビを視聴する機会

が減っている方も多いのではないでしょうか？私もまさにそのうちの一人

で、強いて視聴しているとするならば、通勤時に車内で流している朝の情報

番組くらいです。 
一方、見逃し配信のメリットは、自分の好きな時間にいつでも視聴可能と

いうことは言うまでもありませんが、もう一つリアルタイムでは絶対に実現

できないことが、再生速度を変えられることです！！これはとてもせっかち

な私にとっては、見逃し配信の最大の魅力だと感じています。 
空いている時間を見つけて、時間のことを忘れられる、 

そんなひと時をこれからも大切にしていきたいと思います。 

職員コラム     ～60 分間～            御子柴 朋華  

令和４年分 年末調整のお知らせ 


